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法律相談Ｑ＆Ａ 

 

－ 健康保険の「負傷原因届」 ― 

 

Ｑ： 自宅でつまずいて転び、手をついたときに手首

を骨折してしまいました。病院を受診し治療を受

けていますが、協会けんぽから負傷原因届の提出

を求められました。負傷原因届とはどういうもの

でしょうか？ 

 

Ａ： 健康保険の負傷原因届は、医療費適正化のため

の取り組みとして、診療報酬明細書（レセプト）

に記載された、外傷と思われる傷病名について、

その原因が通勤途上や仕事中のものか否か、交通

事故等の第三者行為か否かを確認することを目

的としています。 

   被保険者が病院を受診した後、病院から保険者

（協会けんぽなど）へ診療報酬明細書が送られて

きます。この診療報酬明細書では、怪我の傷病名

は確認できますが、その原因まではわからないの

で、負傷場所や原因等の状況を届け出ていただく

必要があるのです。実際には、移送費等の給付申

請の際に添付書類として提出を求められます。 

   負傷原因届の内容を確認した結果、業務災害や

通勤災害と判断された場合、健康保険ではなく労

災保険の適用となるので、保険の切り替え手続を

行わなければなりません。 

   なお、怪我が第三者の行為（交通事故やけんか

など）による場合、「第三者行為による傷病届」

の提出も求められます。第三者行為による怪我の

治療費は、本来、加害者が負担することが原則で

すが、健康保険を使って治療を受けた場合、加害

者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて

支払うことになります。そのため、保険者が後日、

立て替えした費用を加害者に対して請求する際

に「第三者行為による傷病届」が必要となります。 

 

法改正ニュース 

－ 健康保険料率・介護保険料率の変更 － 

全国健康保険協会 

大阪支部 
現行 

令和 8年 3月分 

（4月納付分）～ 

健康保険料率 10.24％ 10.13％ 

介護保険料率 1.59％ 1.62％ 

健康保険料率 

＋介護保険料率 
11.83％ 11.75％ 

※健康保険料率は各支部により異なります 

※介護保険料率は全国同一です 

※任意継続被保険者は令和 8年 4月分～ 

最近のニュースから 

 

政府は、結婚で姓を変えた人の旧姓の通称使用を

法制化する方針を固めた。戸籍上の夫婦同姓は原則

維持し、住民票に旧姓を記載する制度を新設して、

行政手続や金融機関などでの旧姓使用の法律上の

根拠を明確にする。通常国会への関連法案提出を目

指し、政府・与党で調整する。 

 

公正取引委員会は、下請け業者に商品の積下ろし

や長時間の荷待ちを無償でさせていたとして下請

法違反を認定し、物流大手のセンコーに対して勧告

を行った。再委託した運送業者 36社に対する行為

が対象となっており、再委託業者への対価の支払い

のほか、認定事案以外にも問題行為がなかったかの

調査を要請している。 

 

厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は、

2026年度の雇用保険料率を現在より0.1%引き下

げ、1.35％（一般の事業）とすることを了承した。

失業等給付の料率を 0.7%から 0.6%とするもので、

引下げは２年連続。 

 

2026 年 

3 月号 

旧姓使用 法制化へ 

 

無償荷役・荷待ちによる下請法違反の初勧告 

雇用保険料率２年連続引下げ 来年度は 1.35% 

 


